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〔通所介護相当サービス 市外総合事業新規申請提出書類〕 

指定日に対し、20日締切から翌 10日迄に受理される事が指定要件です。  

（申請締切日は毎月 20日ですが（土・日・祝日）の場合は前日の平日が申請書類受付締切日となります） 

申請に際しては、余裕をもって提出をお願いします。（郵送受付） 

【注意事項】補正等が発生した場合、翌月 10日を過ぎても受理できない場合は、事業開始日が翌

月以降となります。 

提出書類  

様式についてはこちらからダウンロードしてください。 

 様式等 タイトル 

1 新規申請連絡票 市外総合事業（新規・更新）連絡票 

2 様式第 1号 茨木市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書 

3  履歴事項全部証明書（原本のみ）（３か月以内に発行したもの） 

4 付表Ｔ２ 介護予防・日常生活支援総合事業（通所介護相当サービス）に係る記載事項 

5 資格証 生活相談員の資格証（写し） 

6 参考資料１ 

組織体制図 （管理者が兼務している場合のみ） 

※市外用の様式一覧の「組織体制図（モデル）」を参照ください。 

※ 従業者数が、付表、勤務表、運営規程と一致していること。 

7 参考様式１－３ 
勤務表（指定権者へ提出している様式でも可） 

管理者及び従業者全員の毎日の勤務時間数（指定日から４週間分）を記載 

8 参考資料５－６Ｓ 運営規程（茨木市モデル：通所介護相当サービス用） 

9 

老福法届出 
様式第１６号か第１９号のどちらかを提出してください。 

※種類は老人福祉法上のサービス名を記入してください。 

様式第１６号 
（老人福祉ｾﾝﾀｰ等の用途に利用されている施設を利用する場合） 

老人居宅生活支援事業開始届出書 （種類：老人デイサービス事業） 

様式第１９号 
（単独で設置の場合） 

老人デイサービスセンター等設置届出書 （種類：老人デイサービスセンター） 

11 参考様式９－５ 誓約書（総合事業用）【基準用】 

12 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書については、２ページ目をご覧ください。 

13 

事業所の所在する市町

村が発行した総合事業

サービスの指定書（写

し）該当するサービス 

通所介護（指定有効期限内の指定書の写し） 

地域密着型通所介護（指定有効期限内の指定書の写し） 

通所型サービス（独自）（指定有効期限内の指定書の写し） 

14 返信用封筒 ※ （９４円切手貼付） 
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介護給付費算定に係る体制等に関する届出の提出書類一覧

従業者常勤換算一覧表（介護福祉士一定割合以上雇用）（換算表④）又は従業者常

勤換算一覧表（勤続10年以上介護福祉士一定割合以上雇用）（換算表⑤）

（任意様式も可）

（通所介護相当サービス）

※この要件は令和４年８月１日現在のものです。

今後、厚生労働省からの通知があった場合は、要件の内容について見直す場合がありますので、予めご了承ください。

職員の欠員による減算の状況

（算定日から４週間分・全従業者分）

区　　分 必　要　書　類

(1)　指定権者（事業所の所在する市町村）へ提出し受領印が押された変更届出書（写し）がある場合は、

　　 下記の①～④を提出してください。　（一部の提出書類を省略して提出できます。）

(2)　(1)がない場合、茨木市が求めている必要な書類を下記の１と２の表で確認して提出してください。

１　提出書類

③　誓約書①加算用

２　１提出書類以外に必要な書類

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式1-3）

（算定日から４週間分・全従業者分）

運動器機能向上体制 機能訓練指導員の資格証明書（写し)

サービス提供体制強化加算に関する届出書（別紙38）

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

従業者常勤換算一覧表（介護福祉士一定割合以上雇用）（換算表④）

（任意様式も可）

サービス提供体制強化加算に関する届出書（別紙38）

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式1-3）

①　介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２）

②　介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（参考様式8-A6）

（算定日から４週間分・全従業者分）

栄養アセスメント・栄養改善体制 管理栄養士の資格者証（写し）

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式1-3）

外部との連携により管理栄養士を配置する場合は、外部と連携していることが分か

る契約書等（協定を含む）の写し

口腔機能向上加算 資格者証（写し)

〔記載事項の注意点〕

介護給付費算定に係る体制状況一覧表・・全ての項目に○をつけてください。

全項目記入の上、「異動（予定）年月日」全てに指定日の日付を入力してください。

茨木市における特別地域加算、中山間地域の加算対象地域は、「該当なし」です。

茨木市の地域区分は「５級地」となります。

① 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙２）

② 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（参考様式８－Ａ６）

③ 誓約書①加算用

④ 加算を取得している事がわかる書類（最新）

※ 指定権者（事業所の所在する市町村）へ提出し受領印が押された届出書（写し）等
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①

②

①

①

①

介護職員処遇改善加算(Ⅰ) (Ⅱ) (Ⅲ)

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) (Ⅱ)

介護職員等ベースアップ等支援加算

生活機能向上連携加算（Ⅰ）（Ⅱ）

割　　引

訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業所、通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業所、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝを実施している医療提

供施設と連携していることが分かる契約書等（協定書を含む）の写し

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算

処遇改善計画書一式

介護予防・日常生活支援総合事業者による事業費の割引に係る割引率の設定につい

て（別紙37）

１　提出書類一覧

必　要　書　類

茨木市内に事業所がない場合は、計画書・実績報告書の提出は不要です

区　　分

従業者常勤換算一覧表（介護福祉士一定割合以上雇用）（換算表④）又は従業者常

勤換算一覧表（勤続年数○年以上職員一定割合以上雇用）（換算表③）

（任意様式も可）

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） サービス提供体制強化加算に関する届出書（別紙38）

※原則として、「なし」又は「対応不可」に変更する場合は、

① 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２）

② 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（参考様式８－Ａ６）のみ提出してください。

【提出方法：郵送】

【提出先】〒567-8505 （住所記載不要）

茨木市 福祉指導監査課 指導監査係

（連絡先）

電 話 ０７２－６２０－１８０９

ＦＡＸ ０７２－６２３－１８７６

E-mail shidokansa@city.ibaraki.lg.jp
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